
かかりつけ医機能報告制度について

～「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」の報告に関する留意点～

公益社団法人 福岡県医師会

令和７年12月25日 第２回各医師会かかりつけ医機能担当理事者会
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福岡県医師会といたしましては、今後の医療政策において重要な

報告制度であると考えておりますので、各医師会におかれましても

会員医療機関において本制度の趣旨をご理解のうえ報告いただけ

ますよう、周知へのご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

資料２
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かかりつけ医機能が発揮される制度整備

（出所）厚生労働省 第１回 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会（令和５年11月15日開催）資料２ 「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する検討について」
厚生労働省 「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会報告書」（令和6年7月31日）を基に作成

医療機能情報提供制度 かかりつけ医機能報告制度

2025 （R7）年4月施行 （報告開始 2026 （R8）年1月～）

医療情報ネット（ナビイ）

2024 （R6）年4月～

1. 通常の診療時間外の診療

2. 入退院時の支援

3. 在宅医療の提供

4. 介護サービス等と連携した医療提供

5. その他の報告事項

２号機能

1. 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」に
ついて院内掲示により公表していること

2. かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、
総合診療専門医の有無（有無を報告すれば可）

3. ①17の診療領域と一次診療を行うことができる
疾患

②医療に関する患者からの相談に応じる

①医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護
師・特定行為研修修了看護師数

②かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合
診療専門医数

③全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体
制の有無

④全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、
服薬の一元管理の実施状況

１号機能

全国統一的なシステムで
国民・患者にわかりやすく情報提供

１号機能（１）日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」について①

4
修了者の「有り」「無し」を報告すれば良い。



１号機能（１）日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」について②
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※かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）より

大多数の医師は「修了者有り」と報告できる項目になっている。

１号機能（１）日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」について③

6



「日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修」の修了要件

座学研修（知識）
• 日本医師会生涯教育制度における単位

実地研修（経験）
• 都道府県・郡市区医師会長が認めた経験等※

日本医師会より修了証を発行（ＭＡＭＩＳから個人で出力・印刷）

＋
これまでに取得した

日本医師会生涯教育制度の単位
本人の自己申告に基づき、
郡市区医師会等による承認

※ 施設長等が認めた医師会
や大学のシミュレーションラ
ボ等の実地研修も含む
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・ それぞれ必須で、合計10単位以上座学研修 実地研修

※例：●●研修会（１時間）＝１単位 ※例：学校医活動（５単位）
主治医意見書の作成実績（５単位）

11単位＋ ＝

Ｇ-ＭＩＳ（医療機関等情報支援システム）で都道府県へ報告（※修了証の添付は不要）

実地研修（経験）の単位取得方法 （１項目につき５単位）

申請者は下記の活動を実施していることを認めます。 〇年〇月〇日

実施 実施

平日夜間・休日輪番業務 訪問診療等の在宅医療ネットワークへの参画
地域行事の救護班 介護保険関連文書の作成（主治医意見書等）
在宅当番医 多職種との会合（ケアカンファレンス等）
休日夜間急患センター ACPの策定
電話相談業務 看護師・准看護師養成所に関する業務
行政等（国・都道府県・保健所・市区町村・自治会等）の委員 医学部等における地域医療等についての講義・講演
医師会・専門医会の委員 医師会共同利用施設への参画
警察業務への協力 高齢者の運転免許に関する診断書の作成
防災会議への出席 成年後見人制度における診断書の作成
地域医療に関する会議への出席 死体検案
レセプトの審査委員会への出席 医療DX（地域医療情報連携ネットワーク等への参画等）
地域ケア会議への出席 医療GX（医療機関等における温室効果ガス削減等の取組等）
障害者認定審査会への出席 論文執筆等の学術活動
介護保険認定審査会への出席 高齢者・障害者施設への対応
母子保健（産科健診） 地域における症例研究（J-DOME等）
乳幼児保健（1歳6か月児健診・3歳児健診）
学校保健（学校健診、学校医活動）
学校健康教育（性教育、がん教育、禁煙・薬物教育等）
産業保健（地域産業保健センター活動、職場の健康相談、産業医活動）

健診（特定健診・特定保健指導・VDT健診等）
高齢者保健（高齢者健診・認知症検診）
予防接種（定期・その他）
がん・成人病検診
市民公開講座（健康講座・介護教室）
精神保健
健康スポーツ医活動

項目 項目

４．
多職種連携

２．
行政・
医師会等の
公益活動

３．
地域保健・
公衆衛生
活動

１．
地域の
時間外・
救急対応

５．
その他

実施数×５単位　　　　　　　　　　　　　　　合計 　　　　　 単位

医師会名

会長名

申請者の自己申告により、当該活動の実施の有無等を記載

申請者が医師会会員の場合、郡市区医師会において申請者の実地研修実施の有無を可能な限り
ご確認いただき、郡市区医師会長による承認をお願いいたします。

現行の日医かかりつけ医機能研修制度の「実施報告書」
を踏襲し、「地域に根差した医師の活動」に拡充したもの
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「日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修」修了申請について

「日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修」の修了申請はMAMISにより当該

医師が行います。（※申請手順はスライド10～13を参照）

MAMISより発行した「かかりつけ医機能報告制度に係る研修修了証」は、G-MISでの

報告時に添付は不要ですが、都道府県より提出を求められた際に提示いただくことが可

能です。

●MAMISによる修了申請を行うメリット

※ただし、現時点ではG-MISでの報告時に修了証を添付する必要はないことから、MAMISによる申請は必須では
ありません。
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MAMISによる修了申請の基本的な操作 その１

①ログイン後のマイページTＯＰ画面で研修管理をクリック

②認定（修了）申請をクリック

③かかりつけ医機能報告制度にかかる研修を選択

参考



MAMISによる修了申請の基本的な操作 その２
（申請画面：入力前）

①

②

③

④

①申請先医師会を確認

②座学研修取得単位を検索

③実地研修の項目を入力

④「申請する」をクリック（申請完了）

操作は４ステップ

※都道府県医師会も選択可能

※申請画面への進み方はMAMISマニュアル（以下）をご参照ください。
https://member-sys.info/cms/wp-content/uploads/2025/05/MAMIS_manual_Completion-Application-Section-1.pdf
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参考

実地研修（地域に根差した医師の活動等）の申請方法

①現在行っている、または、
これまでに行った活動を全て選択

※該当する項目がない場合は「その他」→「1.大学や医師会等の
シミュレーションラボ・その他」を選択

②「登録」をクリック
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参考



申請内容（座学および実地）の確認と修了申請

①取得単位合計が10単位以上であること
（「単位充足」と表示）を確認

②「申請する」をクリック（申請完了）

（申請画面：入力後）
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参考

• かかりつけ医機能報告制度にかかる研修の承認作業(MAMIS)に

つきまして、郡市区医師会におかれましては、承認作業へのご協力

をお願いいたします。

• MAMISの操作マニュアル（医師会事務局向け）は令和７年５月16

日 福県医発第536号（総）にて送付済みです。
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MAMISによる承認作業について① 参考
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MAMISによる承認作業について② 参考

「日医かかりつけ医機能研修制度」の修了要件

応用研修（座学）
• 対象となる「応用研修」の受講

実地研修（経験）
• 郡市区医師会長が認めた経験

日本医師会長・福岡県医師会長連名の修了証を発行

＋
「応用研修」の受講実績

10単位以上
本人の自己申告に基づき、

郡市区医師会等による承認
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全て満たす必要がある基本研修 応用研修

基本研修（座学）
• 日本医師会生涯教育制度における単位

日医生涯教育認定証の取得

＋

実地研修

医療機関等に掲示いただく

参考



会員の先生からよくお寄せいただくご質問について
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Q：「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」の修了要件を満たすためには、『日医かかりつけ医機能研修

制度 応用研修』の受講が必須となるのか。

A：『日医かかりつけ医機能研修制度 応用研修』の受講は必須ではありません。

すでにこの応用研修を受講されている場合は、受講にともなって付与される日医生涯教育制度の単位が

かかりつけ医機能報告制度にかかる研修における「座学研修（知識）」の単位に該当します。

一方で、応用研修を受講しなくても、

・過去に取得した日本医師会生涯教育制度の単位（１単位以上）

・実地研修（例：健康スポーツ医としての活動（５単位）、学校医としての活動（５単位）等）

→このように組み合わせることで、「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」の修了要件を満たすこと

が可能です。

合計11単位

参考

〇 厚生労働省ホームページ「かかりつけ医機能報告制度」

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html

二次元コード：

〇 福岡県医師会ホームページ「かかりつけ医機能報告制度」

URL:https://www.fukuoka.med.or.jp/doctors/kakaritsukei/kakaritukeikinouhokoku.html

（ホーム＞医師の皆様＞かかりつけ医＞かかりつけ医機能報告制度）

二次元コード：
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各種ホームページ


